
市町村デジタル人財育成支援オンライン学習サービス提供業務委託 
仕様書 

 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、オンライン学習サービス提供業務（以下「本業務」という。）について、必要

な事項を定めたものである。 

 

２ 本業務の目的 

 市町村が取り組むＤＸの促進、市町村職員のデジタル人財育成支援を目的として、必要な知

識やスキルの向上を図るための育成研修を効果的に実施するオンライン学習サービスの提供

を行うものとする。 

 

３ 本業務の内容  

（１） オンライン学習サービスの提供に関すること 

（ア） オンライン学習サービスについて 

オンライン学習サービスは、ウェブサイトやアプリケーションなどのプラット 

フォームを通じて、定額で利用できるようにすること。 

（イ） 利用者 

利用者は、自治体職員とする。 

なお、ライセンス付与については、管理者が実施できるようにすることとする。 

（ウ） 対象人数 

ライセンスは、利用者分として、県内の４０市町村に対して、１市町村当たり最低３ラ

イセンス以上（合計１２０以上）を付与できるようにすること。また、県の管理者用 

１名分を用意すること。 

なお、市町村利用分のライセンスについては、１ライセンスを前期・後期など任意の利

用期間に分けた場合は、その分けた期数分の利用者で共用可能とすること。（例：１ラ

イセンスを２期に分けた場合は２名で、３期に分けた場合は３名で利用） 

（エ） 利用期間 

令和６年６月～令和７年３月３１日まで 

 

（２） オンライン学習サービスのコンテンツや機能、学習状況管理・学習計画について 

（ア） オンライン学習サービスのコンテンツについて 

多様な学習ニーズに対応した幅広い分野の学習コンテンツとすること。 

なお、品質保証の観点から、提供する学習コンテンツは国や地方自治体に対して、 

ＤＸ人材育成プログラムとして提供した実績を有すること。 

 

以下のコンテンツは必ず用意すること。 

ＤＸ推進            ：ＩＴ用語入門、デジタル戦略、ＤＸ概要、プロジェクト推進など 

データ利活用    ：データリテラシー、可視化ツール（Power BI, Tableau）など 

業務効率化     ：ＲＰＡ、ＡＩチャットボット、Google App Script など 

企画・立案推進    ：プレゼンテーション、ロジカルシンキング、デザイン思考 など   

ＩＴスキル分野      ：ウェブデザイン、プログラミング言語、クラウドサービス など   

ＡＩ・ＩｏＴ分野    ：ＡＩ、機械学習、統計学、データ分析 など   

ＯＡスキル分野      ：ワード、エクセル、パワーポイント など   

マーケティング分野 ：デジタルマーケティング、ブランディング、ＰＲ など 

ヒューマンスキル分野：リーダーシップ、コーチング、コミュニケーション 

英語分野            ：ビジネス英語など 

その他              ：行政専用講座（ＥＢＰＭ、広報戦略等） 

 



                   

（イ） DSS 準拠について 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が定める「デジタルスキル標準」（DSS）におけ

る全項目に対してそれぞれ対応する学習コンテンツが存在すること 

（ウ） オンライン学習サービスについて 

サービス契約期間中において、最新の情報が盛り込まれたコンテンツが新規公開され

た場合、そのコンテンツを追加の費用なく受講可能なこと。またプログラミング学習

等の受講内容によっては、ケーススタディとなる電子ファイル形式のデータをダウン

ロードして、演習ができること、演習内容の定着が確認できる確認テスト講座が含ま

れていること。 

（エ） 利用者の登録について 

利用者の登録の際には利用者の名前・メールアドレスを記載したＣＳＶファイルを読

み込むことで一括登録及び特定のグループへの登録・役割の割り当て機能を有するこ

と。 

（オ） 県が各市町村に対して、期間を任意で設定し、ID を振り分ける機能を有すること。ま

た、ID を振り分けた市町村を１つのグループとし、各グループ管理者がそれを管理、

県が全てのグループの視聴状況を確認できるものとする。 

（カ） 利用者の管理について 

学習管理システムにある利用者一覧の画面から、各利用者にシステム管理者、グルー

プ管理者、一般利用者のいずれかの役割の割り当て登録及び変更や、各利用者のアカ

ウントの有効化または無効化が設定可能であること。 

（キ） 学習状況等の把握について 

学習管理システムの管理者画面にて、該当利用者の受講コンテンツを把握できるよう

にすること。また特定の期間を抽出して上記の項目を閲覧できる機能を持つこと。 

（ク） 利用者に関する保有情報を管理する上で、サーバー等が日本国内に設置され、ISMS 等

の認証を取得していることが望ましい。 

（ケ） オンライン学習サービス内の学習計画機能について 

利用者が受講しやすいように、オンライン学習サービス内にて推奨コンテンツや庁内

の内製コンテンツや資料、外部ＷＥＢサイトを学習計画としてまとめ、特定の利用者

に割り当てることが出来る機能を有すること。 

（コ） 学習定着の可視化について 

学習定着度を可視化すべく、オンライン学習サービス環境上で講座に関するテストや

アンケ―トを作成できる機能を有すること。 

 

（３） 本業務を円滑に実施するためのサポート 

(ア) 利用マニュアルの作成  

利用者用、管理者用の利用マニュアルを作成すること。 

(イ) サポート体制 

受講促進のために必要となるサポートを適宜行うこと。 

また、システム障害の発生時等には、速やかに報告が可能な体制が確保すること。 

(ウ) 各種情報提供 

全国の自治体における人材育成事例や、本オンライン学習サービスの活用事例、新着講

座の紹介など研修運営に有効な情報を適宜メルマガやセミナーなどを通じて提供するこ

と。 

(エ) 効果測定・評価について 

希望があれば利用者向けのアンケート調査により、研修効果の測定を行えるようにする

こと。なお他の都道府県なども含む全国平均値も合わせて提供できるようにすること。 

 

４ マニュアル等の提出 

本業務の実施にあたっては、操作マニュアル・利用者向けマニュアル等を納品すること。 



                   

 

５ 本業務委託における受注要件 

当該オンライン学習サービスを国や地方自治体に対して提供した実績を有すること。 

 

６ 業務実施にあたっての留意事項 

（１） 事業者からの提案内容について、仕様書の内容を満たしているかどうかを判断する場の

設定や提案書等の提供を求めた際には、速やかに応じること。 

（２） 受託者は、本委託業務の遂行上知り得た情報、資料について承認なく、この契約以外の

目的で使用し又は第三者に漏洩してはならない。 

（３） 受託者は、委託業務を行うために提供された情報等を滅失改ざん及び破損してはならな

い。 

（４） 受託者は、委託業務の実施に際しての詳細な事項及び本仕様書に記載のない事項につい

ては、その都度、協議の上処理すること。 


